
船舶事故調査報告書 

令和６年６月２６日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突（灯浮標） 

発生日時 令和５年８月１９日 ２２時００分ごろ 

発生場所 岡山県笠岡
かさおか

市笠岡港南方沖（笠岡港口第５号灯浮標） 

 片島灯標から真方位１４８°１,１４０ｍ付近 

 （概位 北緯３４°２８.４′ 東経１３３°３１.３′） 

事故の概要  プレジャーボートコミヤマは、南南東進中、灯浮標に衝突した。 

事故調査の経過 令和５年１０月１７日、主管調査官（広島事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

プレジャーボート コミヤマ、５トン未満（長さ６.８８ｍ） 

 ２４０－２８３６８岡山、個人所有 

 乗組員等に関する情報 船長、二級小型・特殊 

 負傷者 なし 

 損傷 本船 右舷船首部外板に破口 

灯浮標 支柱に曲損及び擦過傷、標体に擦過傷 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北西、風力 １、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 上げ潮の中央期 

 事故の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、同乗者４人を乗せ、笠岡市内の夏

祭り見物を終えて笠岡市白石
しらいし

島に帰る目的で、法定灯火を表示し、笠

岡港を出発した。 

 船長は、操舵室の操縦席に腰を掛け、手動操舵により約１８ノット

の対地速力で笠岡港南方沖を南南東進した。 

 船長は、船首を神島
こうのしま

大橋の中央付近に向けた頃、笠岡港口第５号

灯浮標（以下「本件灯浮標」という。）の灯光を船首方に認め、更に

航行を続けて神島大橋下を通過した。 

 船長は、本件灯浮標の手前で左転することとし、左転場所までまだ

距離があると思い、操舵室左舷側下部の船室にいた同乗者に話し掛け

ようと前屈みの姿勢となっていたところ、別の同乗者の声で本件灯浮

標の至近まで接近していることに気付き、慌てて左舵を取ったが、本

船の右舷船首部が本件灯浮標に衝突した。 

 本船は、衝突の衝撃で機関が停止し、船長が同乗者の状況及び本船

の損傷状況を確認した後、付近を通り掛かった船に近くの港までえい
．．

航された。 

（図１参照） 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 事故発生経過概略図 

分析  本船は、笠岡港南方沖を南南東進中、船長が、船室にいた同乗者に

話し掛けようと前屈みの姿勢で航行を続けたことから、本件灯浮標に

接近していることに気付くのが遅れ、本件灯浮標に衝突したものと考

えられる。 

原因  本事故は、夜間、本船が、笠岡港南方沖を南南東進中、船長が、船

室にいた同乗者に話し掛けようと前屈みの姿勢で航行を続けたため、

本件灯浮標に接近していることに気付くのが遅れ、本件灯浮標に衝突

したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・船長は、航行中、操船に専念し、常時、周囲の見張りを適切に行

うこと。 
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